
令和５年度第１回府中市障害者計画推進協議会会議録 

 

■日 時：令和５年６月２７日（火）午前１０時 

■場 所：府中市役所北庁舎３階 第１会議室／Web 会議 
■出席者：（敬称略） 

＜委員＞ 

曽根直樹、髙橋美佳、長﨑昌尚、永井雅之、西脇京子、北條正志 
吉井康之、中川さゆり、林比典子、中嶋佳代、藤間利明 

（以下オンライン） 
星千賢、藤原里美 

＜事務局＞ 

福祉保健部長、福祉保健部次長、障害者福祉課長 

障害者福祉課長補佐兼生活係長、障害者福祉課給付係長 

障害者福祉課主査（３名）、障害者福祉課事務職員（３名） 

株式会社名豊 

■傍聴者：あり 

■議 事： 

１．前回の会議録について                   【資料１】 

２．府中市障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の調査報告書につい

て                              【資料２】 

３．府中市障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の進行管理表（見込

量案）について                        【資料３】 

４．その他 

■資 料： 

【事前配布資料】 

資料１ 令和４年度第４回府中市障害者計画推進協議会会議録（案）  
資料２ 府中市障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の調査報告書 
資料３ 府中市障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の進行管理表

（見込量案）について 
参考資料  参考資料①～⑤ 
【当日配付資料】 

次第 
席次表 

修正版【資料１】 
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議事 

 

■事務局 

 皆様定刻が過ぎましたので、本日はお忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうござ

います。ただ今より令和５年度第１回府中市障害者計画推進協議会を開会いたしま

す。司会を務めさせていただきます府中市福祉保健部障害者福祉課長補佐の古田と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。なお本日はオンラインと併用で開催

いたしますのでご承知おきください。本日委員１８名中１４名参加予定でございま

して、まだお１人ウェブで参加されておりませんので現在１３名でございますが、

本協議会規則第４条第２項に規定する定足数を満たし、会議が有効に成立しており

ますことをご報告いたします。なお本日、深井委員、岡本委員、渡辺委員、相賀委員

より欠席とのご連絡をいただいております。本日の会議はおおむね２時間程度を予

定しております。皆様ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。まずお手元

の資料を確認させていただきます。皆様に事前に送付しております資料は資料１「令

和４年度第４回府中市障害者計画推進協議会会議録（案）」、資料２「府中市障害福祉

計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の調査報告書」、資料３「府中市障害福祉

計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の進行管理表（見込量案）」、参考資料と

して①～⑤をお配りされていただいております。その他、本日机上に本会議の「次

第」、「席次表」、「修正版（資料１）」をお配りさせていただいております。資料に過

不足等ございましたら挙手にてお知らせください。よろしいでしょうか。では今年

度、異動等により委員の変更がございました新しい委員として中川委員、星委員、相

賀委員が協議会の委員となっておりますのでよろしくお願いいたします。本日出席

されております中川委員、星委員より一言ずついただきたいと思いますので、まず

会場の中川委員から一言ご挨拶よろしくお願いいたします。 

 

■委員 

 おはようございます。地域生活支援センタープラザの中川と申します。前任の吉

田に変わりまして４月から着任させていただきました。主に地域生活支援センター

プラザは精神の障害をお持ちの方の相談支援を行う事業所となっております。久し

ぶりの計画推進協議会なのでいろいろお世話になると思いますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

■事務局 

 ありがとうございます。続きましてオンラインで参加の星委員、ミュートを解除

して一言お願いいたします。星委員、こちらの音声は聞こえておりますでしょうか。
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星委員の音声がこちらに届いていないようなのですけれども。星委員、一言新しい

委員としていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

■委員 

 府中療育センターの星です。いつもお世話になります。本日はよろしくお願いい

たします。 

 

■事務局 

 ありがとうございました。それでは続けさせていただきます。本日傍聴希望を募

ったところ傍聴希望の方がいらっしゃいませんでしたので、これより議事に入らせ

ていただきます。ここからの進行は曽根会長にお願いいたします。 

 

■会長 

 皆さんよろしくお願いします。星委員はカメラオフでご参加ということになりま

すでしょうか。藤原委員は映っているのですけれども、星委員はカメラをオフなの

ですけれども、そのままご参加でよろしいですか。お話になる時はミュートを解除

していただけると。今お話になっているのは藤原委員。藤原委員の声がこちらに聞

こえていないのですが、こちらの声は聞こえているのですよね。藤原委員はミュー

トになっているから声が聞こえていなくて、星委員はカメラオフのまま参加でよろ

しいですか。 

 

■委員 

 こちらは音が途切れてよく聞こえないです。 

 

■会長 

 音が良く聞こえない。星委員、音が聞こえないですか。 

 

■委員 

 音がたまに聞こえたり聞こえなかったり途切れてとても聞きにくい状況です。 

 

■会長 

 途切れているのですね。わかりました。こちらはよく聞こえているのですけれど

も、ネットの回線の状態があまり良くないのかもしれませんね。ではすみません始

めさせていただきます。今年度の第７期の障害福祉計画と第３期の障害児福祉計画

の策定年となっておりまして、事務局が配布してくださっている資料の中に国の活
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動指標が入っていると思いますけれども、こういったものを参考にしながら府中市

の計画策定に向けて皆様と一緒に進めて参りたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

１． 前回の会議録について 

 

■会長 

 ではまず議題の１番ですけれども、前回の議事録の確認について事務局からご説

明お願いいたします。 

 

■事務局 

では資料１「第４回会議の会議録（案）」をご覧ください。こちら２点修正がござ

います。事前配布資料しました資料１８ページ、副会長の発言の後ろに記号が入っ

てしまっておりまして、こちらの印字ミスかと思われますので、削除したものを作

成いたします。２点目が当日資料として配布しております「修正版（資料１）」の１

４ページに該当する西脇委員の発言箇所、下線部を引かせていただいた部分を修正

しておりますのでお読みください。こちらご承認いただきましたら所定の手続きの

上、会議録の公開を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。配布していただいたものが差し替えということでよろ

しいでしょうか。 

 

■事務局 

 １４ページに関しては差し替えになります。 

 

■会長 

 わかりました。では西脇委員、よろしいでしょうか。 

 

■委員 

 はい。 

 

■会長 

 ではそれを正式な議事録として公開の手続きを進めていただこうと思いますが、

よろしいでしょうか。 
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（発言者なし） 

 

■会長 

 はい。では議事録についてはこれで決定とさせていただきたいと思います。 

 

２． 府中市障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の調査報告書につい

て 

 

■会長 

続きまして議題の２番「府中市障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）

の調査報告書について」事務局からご説明お願いいたします。 

 

■事務局 

 事前配布しました資料２をご覧ください。こちら調査票結果をまとめたものにな

りますのでご報告いたします。内容について全て説明すると時間が足りませんので、

要点だけまとめてご説明いたします。今回の調査方法ですけれども、郵送及びイン

ターネットの回答で督促状が１回、回答期限を延長という形で調査票を集計いたし

ました。結果として送付に対して事業所と団体でそれぞれ７０％弱の回答率となっ

ております。事業所調査では１つの事業所に対して複数のサービス回答を依頼して

いる関係で、各回答件数が全体計を上回る場合がございます。集計中、記載しており

ます「－（マイナス）」表記につきましては回答すべき該当者がいない場合、「０」

は回答すべき該当者が０件だった場合を表しております。報告書の中の表形式の集

計のところでは、最も数字が高かった箇所に網掛けをしております。団体調査では

回答について、パーセンテージと件数を併記させていただいております。内容につ

いてですが４ページをご覧ください。定員数や利用者数などを回答いただいており

ます。事業によって、定員の定めがなかったり、人数の算出方法が異なっていたりし

ておりまして、同じものさしで全ての事業が計ることが出来ない関係で、おおよそ

の変化量などとしてご覧いただければと思っております。今回の調査票は選択制の

回答を主としておりますが、３２ページ以降は自由意見を募りまして、内容から事

業所回答は主に人員確保、団体では会員数の確保が課題になっていることが伺えま

す。こちら自由意見のところでアンケートの問２８・２９まで自由意見があるので

すけれども、調査報告書では現在問２７までの回答で止まっておりまして、ここに

書いていないのですけれども、自由意見の中で個別的な内容が多かったので、こち

らとしてはまだ内容を精査中になりますので、決まり次第ご報告させていただきた
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いと思っております。他に事前に質問を委員から受けておりますので、そちらの回

答をさせていただきたいと思います。団体からの意見・要望に対してどのように対

応を考えていますかというご質問がありました。こちらとしては団体からの要望に

関しては直接市に要望をいただくタイミングもございます関係で、すぐに何かを対

応ということは難しいのですけれども、そういった要望があるということの共通認

識をこちらで持って考えていきたいと思っております。こちらの説明については以

上になります。 

 

■会長 

 ありがとうございました。そうするとこの後質問コーナーという感じでよろしい

でしょうか。ではこの調査報告書に関してご質問がありましたらお願いいたします。

藤原委員は聞こえていますか。こちらの声。大丈夫ですか。星委員は。聞こえない。

声が小さいです。ミュートを外していただけると藤原委員の声がこちらに届くと思

いますので、ミュートを外してお話しいただけると。 

 

■委員 

 聞こえております。 

 

■会長 

 はい。藤原委員はいかがですか。藤原委員の声がこちらには聞こえていないので

すけれども。星委員の声は聞こえたので、たぶん藤原委員のパソコンの原因ではな

かろうかと。では調整していただいて、その間に皆さんから調査報告書に対しての

ご質問がありましたらお願いいたします。何か言っているけど全然聞こえないから

すみません、わからない。たぶん藤原委員のパソコンが原因だと思います。星委員の

声は聞こえていたので。藤原委員が入れてくださったチャットを。チャットを見て

くださいというメモは見えていますけれども、欠席、この後欠席ということなので

すね。それで大丈夫ですか。わかりました。音声言語に頼っていると意思疎通難しい

ですね。では改めて皆さんから調査報告書へのご質問お願いいたします。委員から

何か今のうちにいただけるのであればよろしいですか。 

 

■委員 

私からは１点だけご質問させていただきます。資料２の１ページ目を見てくださ

い。５番の回収状況の数値なのですけれども、これについて事務局がどのように評

価しているかということを教えていただけないかと思います。それは先ほどの資料

１の議事録５、６ページを見ていただくとわかるのですけれども、前回の会議の時



6 
 

に資料１の５ページ、中ほどに回収率が高まるようにお願いしますという依頼をし、

６ページ目の３段落目２行目で、会長から回収率を上げる工夫を検討してください

ということを事務局にお願いしているわけですけれども、今回の回収状況を見ると

前回の３年前よりも若干減っているところもあるので、事務局がこの数値を見てど

のように評価しているかということをお聞かせください。お願いします。 

 

■会長 

 事務局から回答お願いいたします。 

 

■事務局 

 今回のアンケートの回収状況でございますが、この調査期間の中で始めにアンケ

ートのお願いをしまして途中で回答状況を見ながら、再度アンケート回答のお願い

のはがきを送らせていただいているところでございます。前回より若干、回収率が

下がっておりますが、限られた期間で対応出来る方法というのが現状ではこのやり

方しかなく、期間的にもなかなか難しいものがございましたので、残念ながらこの

ような結果になっている状況でございます。 

 

■会長 

 ちなみに前回の回収率は何％でしたか。 

 

■事務局 

 事業所調査につきましては今回有効回答率が６８．０％のところ、前回は６７．

９％。障害者福祉団体調査につきましては今回有効回答率が６３．６％のところ、前

回は７２．７％でございました。 

 

■会長 

 ありがとうございました。事業所調査は０．１％上がって、団体調査は５％ぐらい

下がったという結果ですね。わかりました。団体調査はやはり数が少ないので１団

体減ってしまったという感じでしょうか。期間の制約もあってなかなか難しいとい

うご回答でしたが、委員どうでしょう。 

 

■委員 

 私からは資料１の１６ページ、長﨑委員からもアンケートについて前回の会議の

時にご説明されて、今回は併記、つまり記述式というよりも選択式なので回答しや

すいという旨のお話しがございまして、今の事務局の説明ですと期限が問題になれ
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ば期限を延ばせば良いと思うのですよね。場合によっては。そのためにはアンケー

トを早めに配布するということで、終わった結果について議論するつもりはなくて

次回以降のまた３年後にアンケートをすると思いますので、その時に向けて検討し

ていただければと私の趣旨はなるべく声を拾いたいのですね。特に自由欄で書いて

いただく声を拾いたいのですよ。ですからどういう意見が出るかというのを出来れ

ばアンケート全員に一言でも良いから回答していただきたいなと、それを私共が受

け取ってそれについて出来ること出来ないことが当然あるので、それを検討してい

きたいという趣旨でございます。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。次回に向けて更なる工夫をというそういったご意見で

よろしいでしょうか。 

 

■委員 

 はい。 

 

■会長 

 はい。では他に調査報告書について。委員。 

 

■委員 

 ありがとうございます。先ほど藤間委員からも出していただきましてありがとう

ございます。私、今回回答する立場でさせていただいているのですけれども、ウェブ

で回答したのですが、実はだいぶそのウェブの回答のシステムにエラーが結構多か

ったように感じます。本来の紙ベースで記載されている項目に対して、ウェブだと

記載されていないとか、あとは１回回答してしまったものが修正出来ない仕様にな

っているとか、その辺を事務局に問い合わせをして対応はしたのですけれども、見

直すことが出来ない仕組みになっていたのですね。ウェブの方が自分の回答したも

のに対して見直してということが出来なくて、送信を押すとそれっきり修正が出来

ないです。途中で保存して後でやり直すとかそういったこともシステム上出来ない

仕様になっていたので、正直申し上げてとても回答しにくいシステムになっていた

かと思います。藤間委員もおっしゃっていましたが、今回はもう過ぎてしまったの

でいいのですけれども、次回以降ウェブで回答をするような仕組みを作る場合は、

もう少しシステムをきちんと練っていただいてエラーのないような形の仕組みで、

回答出来るようにしていただきたいなと思った次第です。 
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■会長 

 ありがとうございました。一旦保存出来ないというのは私理解したのですけれど

も、エラーになってしまうというのはどういう。 

 

■委員 

 紙とウェブでの設問がズレるんですね。紙で設問しているものがウェブだと出て

こないとか、そういう項目がいくつかありました。それはたぶん設計上の何かミス

ではないかなと思うのですけれども。 

 

■会長 

 ありがとうございました。紙の設問とウェブ回答設問にズレがあったということ

なのですが、それは事務局に伝えましたか。 

 

■事務局 

 こちらのインターネットの回答の件に関してはご連絡いただいたタイミングです

ぐに修正をコンサルの方にお願いしております。おそらく設問が出てこなかったと

ころについては仕様が設問に枝番が付いているような設問だった場合に、例えば２

番を選んだら次の設問は回答が必要ない場合は、そこは出てこない形になっていた

ようで該当はそういった設問内容ではなかったですか。 

 

■委員 

 はっきり細かいところまではわからないのですけれども、我々の事業の回答だけ

ではなくてうちは３事業回答していると思うのですけれども、他の事業を回答した

担当者からもそういうような話があって、それで共通でこれ少し変だよねと確認し

ていたので、その枝番だったのは覚えているのですけれども、それが回答しように

も何か進まなかったようなものがあったと思うのですよね。一番困ったのは修正が

出来ない。途中までいって後でやろうと思って一旦保存をして終わらせたら、それ

で回答をしてしまったということになって、そこがどこまで回答したかもわからな

いしそれに対して修正も出来ないしというところが、一番困ったのはそこですけれ

ども、その枝分かれの細かいところは少し前の話なので記憶が定かではないところ

もあるのですが、そのわかりにくいところはあったと思っています。 

 

■会長 

 ありがとうございました。回答の下書き保存というのは出来ないのでしょうか。

それが出来なかったので非常に回答しづらかったというご指摘。 
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■事務局 

 今回修正が効かないですとか送信した内容が確認出来ないとか、そういった要望

というのは他の事業所からも出まして、そちらの方は回答する側としても改善して

ほしいという意見は重々承知なのですが、今回使用した回答のフォーム自体にそも

そもそういった機能が付随されていないものということで、そういったような対応

になってしまって送ったら送りっぱなしになってしまうというところで、後で修正

があった場合はお電話でご連絡いただいたりしていたところでございます。次回の

アンケート調査の時にはそういった機能の付いたフォームが良いと思うのですけれ

ども、難しい話、費用の面等もございますので事務局で検討していきたいなと思っ

ております。 

 

■会長 

 一応もう終わってしまったから今からやり直しは出来ないでしょうから、次回に

向けてのご意見ということでよろしいでしょうか。 

 

■委員 

 そうですね。ありがとうございます。事情はよくわかるのですけれどもこの種の

アンケートの調査をするにあたってこのタイプの調査、いくつか回答したことがあ

りますけれどもこのような仕様というのは実はなかったです。今までウェブでの回

答のところで、なので費用の面が仮にあったとしても、もしウェブでアンケートを

実施するということであれば、これはもう必須だと思うのですよね。修正をすると

か一時保存が出来るだとか、そういったものは本当に必須の仕様だと思いますので

もし次回以降、このタイプでやられるのであればぜひそれは前提で検討していただ

きたいなと思います。 

 

■会長 

 ありがとうございました。これは次回にということでよろしいでしょうか。 

 

■委員 

 次回にということで。 

 

■会長 

 これだけのボリュームのアンケートであれば途中で下書き保存出来ないのは厳し

いですね。では他に調査報告書の内容について。委員。 
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■委員 

 この調査報告書は前回見た時よりもわかりやすくまとめていただいて、本当に大

量の回答が来たところをこんなふうにまとめていただくのは大変だったと思います。

ありがとうございました。見せていただいたのですけれども事業所や団体のお答え

にしても、本当に人材の確保や育成が難しいというお答えがやはりどの質問でも一

番多く出ていまして、それは前回のアンケートでもそのような結果だったと思うの

ですよね。このことに対して市はこの３年間でどのような対応をされてきたのかな

ということを伺いたいと思います。 

 

■会長 

 ３年間でどういう対応を。 

 

■委員 

 前回のアンケートで皆さんの問題点というのも人材の確保が難しいというお答え

が多かったと思うのですよね。今回も何をするにしても実際理由は何ですか、サー

ビスを実施する上で問題のあることは何ですかとか、これは結局、一には人材の確

保で人材の確保が難しいというのはわかりますけれども、何かそれに対して市がや

はり対応策・解決策としてどのようなことをなさっていたのかということをお聞き

したいなと思います。それから３８ページの市への要望についてというところでも、

市への要望の一番は人材確保のための取り組みをしてほしいというところなのです

けれど。前回から今回までに人材確保のために、どのような市の対応をしてくださ

ったのかということをお聞かせいただきたいと思います。 

 

■会長 

 なるほど。わかりました。ただ今回の調査報告書に対するご意見・ご質問というこ

とでたぶんそれは第６期計画の中で確か人材確保は入っていると思うのですよね。

だからそこに対する評価の時に市に回答していただくというのでもよろしいでしょ

うか。そうすると次の計画に反映するという流れが出来ると思いますので。 

 

■委員 

 はい。わかりました。 

 

■会長 

 ではそこで改めて質問については取り上げさせていただくというふうにしていた

だきたいと思います。他にいかがでしょうか。委員、何かありますか。久しぶりの計
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画策定委員ということだったので。久しぶりに出て何か感じたことがあるかなと思

いまして聞いてみました。 

 

■委員 

 すみません。ありがとうございます。調査の結果を見て就労移行がやはり株式会

社が増えたのだなとか、昔から悩んでいることは変わらないのかなということはこ

の１点は思いました。人材確保が林委員もおっしゃっていただいたように非常にな

かなか厳しくて、私は以前本部にいたのですけれども募集しても来ないということ

で、この仕事そのものの事業所側のＰＲということもあるのですけれども、やはり

賃金があまり多くないので、処遇改善加算等で国の施策に依りながら賃金は上げて

はいるのですけれども、今ひとつなのでこれは事業所の努力ということもあるので

すが、何か良い案があればなとは思っています。単なる感想ですみません。以上で

す。 

 

■会長 

ありがとうございました。では調査報告書については他に何かご質問・ご意見は

ありますでしょうか。委員。 

 

■委員 

 これは事業所と団体で分かれて調査をしているので私の方としても団体の調査で

回答しておりますが、実際に私が携わってから初めての調査だったので今回この調

査報告書を見て、家族会に報告しなくてはいけないのですけれども、その内容につ

いては報告書を見ればわかるのですがこれはあくまでも市が団体に対してアンケー

トをして、その答えを我々が出して集計したという調査報告書になると思うのです

が、その後について団体としては特に事業所のように事業を行っていないので実際

にそれで改善策をということは、事業所のようなものはないのですけれども、実際

に困っている状況を改善していく資料になるので大事なのですが、回答をあくまで

も集計したような内容を今度は団体の方で要望書として出すようにはなっているの

ですけれども、今後府中市に回答式の要望書は出すのですけれども、それはただ単

に団体でやっていることなので何か連携出来ないのかなと思ったのですけれども、

こういう調査報告書と一緒の内容で、ただボヤっとしてしまっているので焦点が掴

みづらいのでどうしたものかと思って、何か良い案があれば教えていただきたいな

と。 

 

■会長 
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 ありがとうございました。この調査報告書を団体の方で皆さんと検討してこうい

うことをした方が良いのではないのかどうかという話し合いというのはもう持たれ

たのですか。 

 

■委員 

 まだです。これを今日もらって、要望書はある程度出来ていて調査報告書を基に

というのではないのですが、府中市と要望書を出す日程の調整をしております。今

回どういうわけか要望書に立ち会う人数が３人ぐらいしかおらず少ないということ

で言っているんですけれども、解除して要望書は別に出しますがこれを元にした内

容を出すことが一番いいのではないかと思ったので、検討してもう一度要望書の方

も見直します。 

 

■会長 

そうですね。逆に資料を参考にして、会の方でどういったことを市の課題と捉え

て要望書に反映させていくかということをご検討いただくことではないかと思いま

す。 

 

■委員 

はい。そのようにいたします。 

 

■会長 

他にいかがでしょうか。委員。 

 

■委員 

 資料２及び資料３は次期計画を考えるための資料であり、先ほど委員から人材の

確保や育成が難しいという話が出ていますが、事務局の方に教えていただきたいの

は、例えば、東京都では障害福祉サービス等の質の維持・向上のため、サービスを担

う人材を安定的に確保し、育成・定着を図るための事業を実施しているが、市は障害

福祉サービス事業所に対して新たな支援をされる計画等はありますか。事業所の方

がそういった情報をあまり把握していないのであれば、東京都が事業をやっている

ので、うまく活用するとよいと思います。つまりそれは、次期計画に出来たら反映し

たいという趣旨で質問しています。 

 

■会長 

東京都が行っている事業を、府中市としてどう活用しているかということでよろ
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しいですか。あるいは東京都が直接事業所に対して今はもうメールの時代なので、

おそらく電子的な方法で情報提供はしているのではないかという気もしますが、ま

ず事務局からお願いしてよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

府中市の方にも東京都から事務連絡という形で情報提供はいただいております。

その中で、我々で是非というものを事業所に改めて是非参加してくださいというふ

うに投げかけをしているかどうかということでしょうか。  

 

■委員 

例えば、災害関係ですと東京都からいろいろな補助金や支援金がありまして、そ

れを府中市の部局では団体や事業所にこういうものがあるから申請してみてはいか

がですかということを説明会等で横展開しています。福祉関係においても、府中市

は東京都の内容を十分にご承知だと思いますので、事業所や団体でそういうものを

活用すればより人材が集まりやすいとか、その面が動きやすいとかそういうものが

あるのであれば、そういう部分をうまく活用しながら進めていくのがよいのではな

いかという観点でご質問させていただいております。 

 

■事務局 

先ほども会長が申し上げた通りでメールの時代で、例えば東京都が市を介さない

で事業運営をしていく補助金ですとか、それから情報提供ですとかということに関

しては東京都の方から事業所の方へ直接メールを配信して周知を図っているという

こともありまして、ただその中で市の方に情報が入ってこないということはなく、

東京都の方から市の方にも情報が来てこの事業については直接事業所の方へ提供し

ていきますよといったような説明もあったりしますので、ただ市の方でもそれを把

握して情報提供出来るような体制は十分整えていければいいと思っております。た

だ連携が大事ですのでその点については十分やっていきたいと思っております。 

 

■委員 

くどいようですけれども、３年前のアンケーと今回のアンケートが一緒で人材の

確保・育成が足りないという課題に対して我々または市がどういうことが出来るの

かと。つまり持てる情報に対して団体や事業者に提供しても出来ないのであればま

た新たな手を考えなくてはいけませんが、すでに用意されている施策をうまく活用

すれば一部でも改善するのであれば、そういう努力が必要ではないかということで

質問しております。 
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■会長 

これは次の計画の内容に関わるご質問かと思われますので、次の計画の中で改め

て取り上げるのでよろしいでしょうか。おそらくこれは事業者の方のご希望という

ものもあると思いますので、そういったこともご意見踏まえながら今後人材の確保

ですとか育成にどう取り組んだらいいのかというのを計画の段階で検討出来ればと

思います。ではあとはいかがですか。次の数値目標というのが、時間がかかると思い

ますので、もし調査報告書について特別ご質問がないようでしたら次の議題に移ら

せていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。今回の調査報告書の中では

１３ページ以降の事業拡大の予定ですとか、受け入れの余裕というのは今後の数字

にも反映されてくる内容ではないかと思いますので、こういったことも踏まえなが

ら今後も計画策定に参考にしていければと思います。 

 

３． 府中市障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の進行管理表（見

込量案）について 

 

■会長 

続きまして３番目の議題で第７期の障害福祉計画と、第３期の障害児福祉計画の

見込み量案です。それについて事務局から説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

 事前に配布しました資料３をご覧ください。こちらは資料の表の右側の方に障害

福祉計画第７期、障害児福祉計画第３期の見込み量を算出して記載しています。こ

ちらの数値の策定に関しては令和２年度から令和４年度までの実績の変化量を見比

べつつ、実状に応じて作成しています。こちら令和４年度及び３年度の評価のとこ

ろですが、いくつか修正がございます。こちら順を追って説明させていただきたい

と思います。数値の策定に関しては全て説明していますと申し訳ありませんが時間

が足りない関係で、かいつまんで説明させていただきたいと思います。まず１ペー

ジ訪問系サービス。こちらは先ほども説明したように実績を見比べつつ数字を策定

しております。こちらに関しては令和２年度から３年度にかけてコロナ禍が影響し

ているかと思われます。一例を出しますと居宅介護のところですが令和６年度実利

用者数４２３を策定する上で、コロナのところの令和３年度４０８という実績が復

活するであろうという見込みを立てまして、そこから計画人数が令和３年度から５

年度まで１５ずつで前回計画を立てておりまして、そこから継続して６、７、８と１

５ずつ増やしていくような形にしております。こちら実績量から算出しました月１
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人当たりの平均利用時間が１７．６時間という試算が出ておりまして、その人数に

その１人当たりの時間をかけたものをサービス量の計画値として算出しております。 

次に２ページをご覧ください。こちらは令和４年度の評価のところで１点修正が

ございます。就労継続支援 A 型のところの実利用者数、計画値が３６、実績が２８

になっていてパーセンテージ７７．８％ですけれども□という評価ですが、すみま

せんがこちら○の評価になりますので訂正をお願いいたします。日中活動系サービ

スのところではこちらは数値を策定する上で一例をあげますと、就労移行支援と就

労継続支援の関係のところになりますがこちら伸び幅のところを考慮いたしまして、

必ずしも同じ伸び幅で行くわけではないと見込みまして、過去の実績からこちらで

算出しました就労移行支援の実利用者数１０８という数字を見込んでいますが、こ

ちらの数値から６０～７０％の定着率ではないかということを見込んで計画値を設

定しております。 

次に３ページをご覧ください。こちら短期入所について説明いたします。こちら

は先ほども申し上げましたコロナ控えを考慮しまして実績ベースで算出しておりま

す。今後復活するであろうことを見込み微増ですが増加を見込んでおります。こち

らのページですがすみません次以降２か所訂正がございます。（３）の居住系サービ

スの施設入所支援。ここは昨年度令和３年度の協議会でご承認いただいているかと

思いますが、計画値より実績値が少ない方が、評価が高いというところになります

ので、ここだけは評価の方法が他とは違うというところで今回令和４年度が１４３

人の計画値のうち、１５０人が実績となっておりますので評価としては□ではなく

×という形でお願いいたします。こちらの評価につきまして質問いただいておりま

して、評価の形を他のところと同じような段階別にしてはどうですかというご質問

がありましたが、ここは例外的に評価が変更になる関係で段階別にするとかなりや

やこしい評価になってしまうので、計画値より少なければ少ないほど評価が高いの

で計画値を下回った場合は◎、計画値を上回った場合は×という２つの評価でお願

いしたいと思っております。こちらについては備考欄の方に評価方法を記載させて

いただきたいと思っております。もう１つは（４）相談支援サービスの地域定着支援

のところです。こちらは令和４年度の実績が３、計画値が６になって５０％ですが

○になってしまっているのでこちらは□の訂正でお願いいたします。 

４ページをご覧ください。（５）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構

築。こちらは上の表の方の精神障害者自立生活援助の利用者数、上から４段目のと

ころの評価ですが、こちらも計画値５０％になっておりますので○ではなくて□の

評価となります。こちらの一例としては例えばその上の精神障害者の共同生活援助

の利用者数というところの計画の策定ですけれども、令和３年度から４年度の実績

数にかなり伸び幅がありまして、そこから４年度から５年度の見込みを算出して、
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こちらとしては実体も合わせて＋１０ぐらいを見込んでいます。そこから６、７，８

年度３か年で＋１０ずつ増やし１１３から最終的には１３３の計画値を定めており

ます。 

次に５ページをご覧ください。こちらは申し訳ありません、令和３年度のところ

の評価の見落としがございまして、真ん中の（７）障害福祉サービス等の質を向上さ

せるための取り組みのところの障害者虐待防止対策支援研修のところですが、令和

３年度計画値２に対して実績が１になりますので□の評価になりますので修正をお

願いいたします。 

次に６ページをご覧ください。（８）発達障害等支援の一層の充実。こちらは一番

上の段のペアレントトレーニングの受講者数の令和４年度の実績ですが、こちら計

画値８２のうち実績が４５ということで評価が○ではなくて□の評価になりますの

で、修正をお願いいたします。こちらのペアレントトレーニングプログラム。ペアレ

ントメンターの登録人数についてご質問がありまして、こちらの計画人数を増やす

必要性はありますかという質問が来ております。こちらペアレントメンターについ

ては東京都が養成講座等を行っていたところ、今年度から養成事業を手放し、市区

町村の方でということになったと聞いております。こちら市の方でもすぐには対応

することが出来ないので、これから計画値がどうなるかというところはまだ検討中

ではありますが、実績が２というところの計画値を据え置きで設定しております。

今後市の方で何かをするということになった時は、計画値より実績値が上回ること

もあり得ると考えております。 

次に７ページをご覧ください。日常生活用具給付等事業ですがこちらは実績の方

がなかなか読めない、見込みが立ちにくいところがございましてコロナ禍の関係で

すとか物価上昇による購入控え等を見込みまして据え置きの数値、または少し増と

いうことで数字を見込んでおります。  

次に８ページをご覧ください。こちらについては一例として（１４）日中一時支援

のところですが、こちらは利用者の保護者のニーズが高いことが伺えます。実利用

者数が計画値７２で６期の計画も据え置きになっていますが、実績の方が未到達の

ために６、７、８期も継続して据え置きを見込んでおります。利用回数についてはこ

ちらの実績の集計から１人、月７回を上限としておりまして１人、１年で２５回の

利用を見込んでおります。 

  最後に９ページをご覧ください。こちらに最後修正がございまして一番下の医療

的ケア児支援のコーディネーター配置ですが、実績が０になりますので評価が○で

はなく×になりますので修正お願いいたします。こちら（４）の保育所等訪問支援の

ところですが、児童発達支援センターが建つことによって増を見込んでおりまして、

令和５年度実績見込みを３０人ほどに設定しまして令和６年度以降は児童発達支援
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センター分を追加しております。月平均２、３日で人日を算出しております。（６）

障害児相談支援のところですけれども、こちら無作為抽出ではありますが、こちら

で数の方を修正した結果セルフプランの方のうち１５、６％ほどは計画相談希望が

あるという統計が出ております。こちらを見込み実績から見て増の計画値見込みと

なっております。説明は以上になります。  

 

■会長 

ありがとうございました。では者計画と児計画、一体にしてご質問をいただきた

いと思います。ではお願いいたします。委員。 

 

■委員 

６ページですが、障害福祉計画の第５期の発達障害者支援の一層の充実というと

ころのピアサポートの活動への参加人数（ピアサポート推進事業）の件ですが、これ

は精神障害者も入っているのでしょうか。発達障害と精神障害は医療的に分かれて

いる部分も聞くので、精神障害者のピアサポート事業は一緒にこの中で行われるの

でしょうか。 

 

■会長 

では事務局からご回答お願いいたします。 

 

■事務局 

今委員からご質問がございました６ページの発達障害のピアサポートについて、

精神障害の分も含まれているかどうかというご質問ですが、こちらの支援につきま

しては発達障害に関わるピアサポートの参加人数のみとなっております。 

 

■委員 

会の中の精神障害者の方でピアサポートをすごく希望していたり、勉強会なども

やる機会があるのですけれども、そういうものを市では全くやってもらえないので

しょうか。 

 

■会長 

では事務局からご回答お願いします。 

 

■事務局 

本事業については現在事業としての展開はしておりませんが、例えば要望があっ
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たりですとか事業の必要性が高かったりするようなことが出てくれば、きちんと検

討させていただいて事業に結びつくような形を取っていきたいと思います。 

 

■委員  

ありがとうございます。では要望書の方にいくつか付け加えて今年度出させてい

ただくようにいたします。 

 

■会長 

この発達障害のピアサポート推進事業というのは、発達障害に特化した事業とい

うことでよろしかったでしょうか。 

 

■事務局 

その通りです。 

 

■会長 

 ありがとうございました。 

 

■委員 

しかし発達障害等と書いてありますよね。 

 

■事務局 

等というのは、発達障害のある方とその家族も含むということで等ということに

なっています。 

 

■会長 

そういうことなのですね。ですからもし精神障害の方のピアサポート事業という

ことになりますと、おそらく（５）のにも包括の課題の中で新たに設けていくという

制度になるのですよね。いかがでしょうか。事務局の方のお考えもお聞かせ願えた

らと思います。先ほどのピアサポート推進事業は発達障害に特化した事業というこ

とでしたが、永井委員からのご質問は精神障害の方の中でもピアサポートに活発に

取り組んでいらっしゃる方がいて、そういったことも新たに計画に盛り込んでいた

だくというふうになった場合は、４ページの（５）の精神障害にも対応した地域包括

システムの構築という課題の中に、精神障害の方のピアサポート事業を新たに設け

ていくという定義になるという理解でよろしいでしょうか。 
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■事務局 

どこの項目に入れるかは確認させていただいて、ふさわしい箇所に入れるような

流れになると思われます。 

 

■委員 

ありがとうございます。期待を持ってよろしいのですね。では要望書も出しなが

らそれを決定していただけるように働きかけをしていきたいと思います。 

 

■会長 

これは今後計画策定の中でまたご意見を言っていただければと思います。 

 

■委員 

ピアサポートこれは精神障害者の多くの方が希望されていて、ただ何の事業もあ

りませんし、勉強会も個人でやっていくというのでなかなか大変な部分もありまし

て、１つの大きな課題になっていましたが、それを市でバックアップしていただけ

るような支援があるならば非常に喜ばれると思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

■会長 

ありがとうございました。他にいかがでしょうか。林委員どうぞ。 

 

■委員 

発達障害児の支援センターが出来るということを伺っているのですけれども、私

は子供食堂をやっておりまして、そちらの方で発達障害についての研修を行いまし

て、その時に児童心理学の先生にお話を伺った時は、発達障害はいろいろな程度が

あると思うのですけれども、単純に学校で勉強がみんなと一緒に出来ない状況のお

子さんを、必ずしも障害という言葉は使わないのですよね。そのお子さんの特性で

あってそれは障害というふうに決めつけてはいらっしゃらないのです。そういうふ

うに学校で皆さんと一緒に過ごせないお子さんを簡単に、発達障害児という区分に

くくってしまうことは少し注意していただきたいなと思いますが、先生はどのよう

にお考えでしょうか。 

 

■会長 

私に質問ですか。ありがとうございます。では簡単に。今日はこの数値目標に対し

ていろいろとご意見をいただく会かと思っているのですけれども、確かに外部が決
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めつけてしまって、ご本人やご家族の方が傷ついてしまうということは避けなくて

はいけないと思っております。ですからそういうふうに思っていらっしゃる方も、

支援が必要な方であることには間違いないと言った場合は、適切に支援が結びつく

ような配慮が必要と思っております。ただどうしても国の事業はこうやって名前が

ついてしまうので、それによって使いにくいですとかそういった声があるのも事実

ではあります。よろしいでしょうか。 

 

■委員 

ありがとうございます。育ちの一環であって学校などでもそういったお子さん向

けに特別な配慮をして、どんどん皆さんと一緒に勉強出来るようなプログラムを使

っていらっしゃる小学校もあって、そういうところで皆さんと一緒に進んでいける

こともあるので、必ずしも発達障害者ですと決めつけたりしないでいただきたいな

と思っていますので、よろしくお願いいたします。  

 

■会長 

施設の名称も児童発達支援センターという名前ですので、障害というのはついて

いません。他にこちらの見込み量についてご質問がありましたらお願いします。委

員どうぞ。 

 

■委員 

３ページの（４）相談支援サービスのところですが、私どもも計画相談や地域移

行、地域定着を事業として行っておりますが、まず１点が地域移行・地域定着なので

すが、今般自立支援協議会の部会で地域移行部会というものができまして、これか

ら積極的に地域移行の働きかけを行っていくような段階かと思います。ここ令和２、

３、４年で実績数としてはあまりないと思われますが、これはコロナがかなり大き

く影響していたのではないかなというふうに思っておりまして、コロナ禍において

病院からの退院促進というのもなかなか進まないという現状がありまして、地域移

行を行う職員も病院に訪問できないといった中で、地域移行が進まなかったという

のがあるかと思います。確認ですが計画に関してはそのコロナが少し落ち着いてき

た段階で、今うちの職員も地域移行のために病院とのやり取り、病院への訪問とい

うものが増えている状況なのですけれども、それを踏まえた形の数というふうに捉

えていいのか。これが多いか少ないかというのは正直わからない部分もありますが、

その辺も踏まえた形の数の設定になっているかというのをまず確認したいというの

が１つ。あと計画相談支援の方なのですが、実務をやっている中でセルフが結構多

いという印象があるのですよね。実際計画相談をつけたくても担っていただける人
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がいないので、セルフになっている方というのが感覚としてすごく多い感じがして

おります。なので実績が１０ずつ計画としては増えるような形なのですけれども、

その辺りの計画相談を希望しても担っていただけない方がセルフになっているとい

う現状を踏まえて、この数の設定をされているのかというところも合わせて確認を

させていただきたいところです。よろしくお願いいたします。 

 

■会長 

ありがとうございました。では地域移行支援と地域定着支援は、今後の協議会の

取り組みなども踏まえ、コロナ後のことも踏まえてこの数字なのかというご質問と、

計画相談はセルフで計画相談を希望している人ということも含めてこの数字かとい

う２つの質問ということでよろしいですね。では事務局お願いいたします。 

 

■事務局 

まず地域移行支援ですが、今後地域移行について力を入れていくことを想定して

人数を入れております。現時点での地域移行については、支給決定の全てが精神科

病院からの地域移行だった状況ですが、病院からの地域移行を今後病院が受け入れ

も前向きになってくださることを考えて、一応想定している内訳としては令和６年

が精神科病院は６、身体・知的の施設からの利用の方は２。令和７年度は精神科病院

が７、身体・知的は３。令和８年は精神科８、身体・知的は３という形で想定してお

ります。こちらが月平均の利用者となっておりますので、実際の人数は少し異なっ

てくる可能性がありますが、一応加味しているところではございます。また計画相

談につきましては今後も利用希望している方が計画相談の利用が出来るようにとい

うことは、こちらとしても取り組んでいきたいところではあるのですが、今までの

伸び率であったり、計画相談の運営の大変さ等々も加味して伸び率が大幅な数には

設定できなかった状況となっております。以上です。 

 

■会長 

  ありがとうございました。委員いかがですか。 

 

■委員 

 ありがとうございます。地域移行の方はよくわかりました。どうもありがとうご

ざいました。計画相談の方が実際計画相談の連絡会などで市の方で例えば、申し込

みがあって支給決定が下りて計画を立てると言った時に、基本的には利用者の方に

探していただくということになるのですけれども、それがなかなか難しいというこ

とで我々地域生活支援センターが探すお手伝いをするのですね。その時にどこに連
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絡しても受けてくれるところが本当にないのです。そういう事情もあって計画相談

の連絡会の中で、空きがあって受けてくれるところがありますかということで職員

の方で問いかけたこともありましたが、そこで出てきたのが１名だったら受け入れ

られるというようなレベルのキャパシティーになっているようです。ですのでここ

に関しては我々も探してさしあげたいと思っても、受けてくれる事業所が本当にな

いような状況が現状ですので、その辺りは何とか改善できるような形の計画にして

いただきたいなというところが感想です。 

 

■会長 

ありがとうございました。先ほどの調査報告書の１３ページを見ていただくと今

後５年間の事業規模拡大予定についてというのがありますよね。これの相談計画支

援を見ますと拡大予定はないのですよね。８割近くが現状維持で更に縮小予定とい

うところも７％ぐらいあったりして、やはり今後受け皿は本当に厳しくなっていく

という予想ですよね。ですからここをどう打開していくかということを、これは行

政だけではおそらく出来ないと思いますので、事業者と行政がどうやって協力して

計画相談の枠を確保していくというのが、本当に計画の中で真剣に考える課題だな

というふうに感じました。後はそれと同じことが地域移行支援でも言えまして８割

が現状維持ですから、部会が出来てどんどん積極的にやっていくのだと思っても、

受け皿がないとなってしまうとそれも進まないということになってしまうので、こ

こを本当にどうしていったらいいかというのは計画の内容のところで皆さんと議論

が出来たらと思います。ただ委員の視点は非常に重要なことを含んでおりまして、

要するに見込値というのは何の数字を書くかということがあると思うのですよね。

本当のニーズというともっと本当はある。しかし事業者の数の制約から今の枠で抑

えざるを得ないということで、そこに更に伸び率を掛けているのが今の数字という

ことが事務局の説明からわかったということなので、ですからそうなると先ほどの

児童発達支援は今度センターが出来ますから倍ぐらいいけますということですけれ

ども、計画相談ですとかグループホームも同様だと思うのですが、事業者がなくて

今の数字というものの今後３年間の見込み量に合わせて作ったら○になるというわ

けですよね。要するに現状に合わせて作ったわけですから。だけど不足しているニ

ーズというのは見なくていいのかというようなことも見込み量の中では考えていく

課題ではないか。ただだからと言って非現実的な数字を盛るというのも難しいとは

思うのですけれども、そこを本当にどう考えていくかというのがこの計画の中で非

常に大きな課題なっているなということも感じました。ありがとうございました。

他にいかがでしょうか。委員どうぞ。 
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■委員 

今の委員と会長の発言内容の関連ですけれども、この資料３の次期計画について

３年間についてどういうことをまず織り込んだのかということをもう一度事務局の

方に確認したいと思って、今も会長からもお話があったように、需要と供給の関係

があるので供給側についても配慮したということは今わかったのですけれども、そ

れ以外は過去３年間の実績値。それから来年４月からは児童発達支援センターが出

来るのでそういうことを織り込んだということで、それ以外にどういうことを織り

込んでいるのかということを改めてお聞きしたいということで、つまり次期計画の

目玉といいますかどういうことがセールスポイントなのか。またはどういうことを

本当はやりたいのだけれども、出来ないのでやっていないのかということを知りた

いということでご質問しております。 

 

■会長 

具体的に事務局からどういうことを答えてもらえればいいのでしょうか。どうい

うファクターを実績に織り込んでこの数字を作ったのかということでよろしいです

か。 

 

■委員 

 過去３年間の実績を基に次期計画のサービス量、人数を置いているというのはわ

かるのですが、先ほど言った新たな要因としては児童発達支援センターが来年４月

から稼働することを見込んでいるというように、どういうことを盛り込んでいるか

ということを知りたいです。または減少要因としてどういうことがあるから本来は

サービス量を増やしたいが、そこを増やしていないということについて、つまり次

期計画がどういう考え方で作ったかということを知りたいです。具体的にいくつか

教えていただきたいという質問です。 

 

■会長 

 事務局からよろしいでしょうか。この数字を作った根拠を教えてほしいというご

質問かと思います。 

 

■事務局 

 重複してしまいますが、こちらとしては実績として上がってきた数値を把握する

ことしか出来ず、経年比較したところをベースに作っております。社会情勢の要因

や計画値に達していない実績値などといったところを考慮して策定はしております

が、今後コロナ禍から回復することによって、利用者のニーズも増加していく見込
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みがありそうなところは増加という形で作っております。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。なかなかそれしか答えようがないということは正直思

いますが、委員は他にどのようなことを確認したいですか。 

 

■委員 

 次期計画のサービス量や人というのはこの数値によって何が変わるかということ

を教えてほしいです。例えばそれによって令和６年以降の一般予算についてはその

部分について考慮するとか、数値が高くなったものについて、人員を増やすとか、ま

たは新たな要因を確保するとか、そういったような間接的・直接的にこの数値によ

ってどういうような影響があるかということを教えていただけますか。 

 

■会長 

 それは市の予算への影響ということでしょうか。 

 

■委員 

 数値の意味ということです。つまり計画を立てて、それに対して実績がどうだっ

たのかということをフォローしていくのがこの会議だと思いますが、そもそも数値

にどんな意味があるのか、ある表を１００にした時と２００にした時で何が違うの

か、単純に考えればある項目について１００から２００にすると人も増えた分、予

算も確保しないといけないと思うのですが、その辺について数値によって何が変わ

るのかということを教えていただきたいという素朴な疑問です。 

 

■会長 

 事務局からご回答がありましたらお願いします。その後に私からコメントさせて

いただければと思います。 

 

■事務局 

 各事業につきましてはそれぞれ数値目標を立てて、その数値を目標に事業展開を

していくということがまずあります。全ての事業に対して数値目標を決めたから全

ての事業に対して例えば反映出来るように全ての予算を上げていくとか、その事業

数値に合わせて上げていくということは予算的に現実的ではないので、この中から

特に事業展開が必要というものを既に予算化している事業もありますが、新規事業

として行うものについてはそういったものを見極めながら予算計上していくという
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こともあります。９ページに保育所等訪問支援事業（４）にありますが、実際には大

きく展開しているわけではないですが、来年度４月にオープンする児童発達支援セ

ンターの整備に関してはこの事業も法内事業としてしっかりやっていくというとこ

ろもありますので、そういったものについては数値を高めに設定させていただくと

いうふうなことで新たに展開する事業に関しては目標数値を見極めさせていただい

て、目標を立てているというところがございます。 

 

■会長 

 ありがとうございました。私の方から補足させていただきますと今回数値目標・ 

見込み量を立てているもののほとんどは義務的経費という経費区分になっています。

障害福祉サービスの報酬としてここで行ったサービスに対して報酬の元本を掛け算

したものが事業者に支払われるわけで、全体の予算の半分を国が持っていて、１／

４を都が持っていて、１／４を市が負担するということになっているので、この数

字を作ることによって市の１／４負担の予算の見込みを立てられるということがあ

ると思います。ただし義務的経費なので、例えばこの見込み量よりいっぱい増えた

といった場合は市も予算として付き合っていかないといけないということになるの

で、そこは予算をこれしか組んでいないから足りないから払えませんということが

言えない経費区分になっているので、そこは見込みより増えたとしても市が自動的

に支払うという形になります。使わなかった場合にそれは報酬として支払われない

ので、市の予算もその分を減額した形で決算するという形になるということです。

あくまでも予算の目安を立てることが大きな意味というふうに私は考えています。

あともう１つ気をつけなくてはいけないと思っているのが、真のニーズと供給量の

限界から抑えられているニーズという２つがあると思うので、ある程度供給量が整

っているサービス区分についてはニーズを満たせるだけのサービスが供給出来てい

るとなると思いますが、この中でも長崎委員のご質問があった相談支援、計画相談

とかおそらくグループホームとかも供給量の確保が難しいサービスになっていると

思うので、そうすると供給量に合わせて見込み量を立てるというのは予算を作る上

では正しいが、ニーズで考えると真のニーズと供給量の限界との差をどうやって埋

めていくかという政策的な課題というものが出てくると思うので、それがこの表の

中では表現されていないと思いますので、これは数値なので仕方がないと思います

が、例えば今後計画を書いていく段階ではこのサービス区分については本当はもっ

とニーズがあるが提供体制が整わないので、こういった制約があってこの量になっ

ているとか、そういった解説を書くべきではないかというふうに感じておりまして、 

そうしないとどこにその差を埋めていくかということに繋がらないと思うので、そ

こをしっかりしていくことによって本当はニーズがあるが、事業者の人員確保の限
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界で提供出来ない部分で我慢している人達に対してどう対応していくかということ

が計画の中で政策的に立てられるのではないかというふうに感じております。いか

がでしょうか。説明が複雑で恐縮です。 

 

■委員 

 非常によくわかりました。先ほど向山課長に伺おうと思っていたのですが、次期

計画での数値を事務局の方で仮に置いている数値を元にどのように新たな事業展開

があるのか、始まるものがあるのかということについて、教えていただきたいと思

います。 

 

■会長 

 それは実際に計画を作る段階で皆様が話し合って作っていく部分だと思います。 

 

■委員 

 数値、サービス量を置くということは、会長がおっしゃったように予算の枠など、

そういったものが出てくるということは数値には根拠があると思うので、減らす根

拠、増やす根拠があると思うので、私は次期計画の目玉としては前期の計画に対し

て、次期計画はこういう改善をして、こういうところについて事業をしていきます

ということを、この協議会の中でも情報共有した方がよいと思います。逆にいうと、

こういうことがしたいが、会長がおっしゃったように供給側がないから出来ない、

本当は進めていきたいが出来ていないということなど。児童発達支援センターが出

来たことによって、出来るということもあると思うので、次期計画ではどういう改

善点があり、どう変わっているかを教えていただければと思います。 

 

■会長 

 事務局から現段階でお答え出来ることについて、ご説明いただければと思います。 

 

■事務局 

 あくまでも計画なので、ここでは数値目標を設定させていただいて、数値目標に

沿ってそれぞれの事業を展開していくということが大きな目標でございます。新た

な事業ということになるとここでの計画ではなくて、障害者計画とか、そちらの方

の計画になるので、またそこでの議論が出来ると思いますが、自立支援協議会とか、

そういった事業を展開する場がありますので、そちらの方で例えば新たな事業とし

て必要なものは何かといった議論がなされると思っております。ここでの数値につ

いては数値目標を定めていくということもありますので、そこが第一ということに
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なります。 

 

■会長 

 よろしいでしょうか。今のご質問については今日これ以上議論してもなかなか深

まらないと思うので、一旦よろしいでしょうか。たぶん供給量の限界からニーズと

の差が生じている部分についてはどう解消していくかというのが藤間委員のおっし

ゃっている目玉ということになっていくと思うので、そこについて予算が伴うもの

についてはこの場で決めるということは出来ないと思いますが、こういう課題があ

ってこういう対応が必要というぐらいのことは計画の中に書いていって、それを事

務局の方で具体化していただくというような段階を踏んで考えていくというのが良

いと思いますので、今日のところはよろしいでしょうか。 

 

■委員 

 はい。 

 

■会長 

 あと時間が２０分を切ってしまいましたので、他にまだ発言のない委員からお願

いいたします。副会長からどうぞ。 

 

■副会長 

 ３ページの施設入所支援のところで、１４５、１４４、１３５ということで頑張り

ますということが見えるのですが、参考資料でいただいている障害者福祉計画及び

障害児福祉計画に係る成果目標及び活動指針についてというものの５ページを見て

いただくと、施設入所者数の削減に関する目標についてというところで、成果目標

で令和４年度末時点の施設入所者数の５％以上を基本として令和８年度末までとい

うふうに書かれていて、令和４年度が１５０人なので、令和８年度は５％だとする

とマイナス８人いうことになると思いますが、私達が相談支援をしている中で最近

は地域にサービスがないということで、グループホームという社会資源がなく、身

体障害者の方のご家族が高齢になって生活が出来ないと入所施設を探すしかない状

況で、入所施設を探すという支援が増えている状況の中でもちろん地域移行を頑張

るということはわかるのですが、根拠としては令和８年度にマイナス８人の１４２

で良いのではないかというふうに思いました。もう１つは調査報告をしたものが計

画にどのように反映されているのかというところが知りたいです。例えば調査報告

の１５ページには令和５年度の利用者、今後５年間の利用者受け入れ人数とかも書

いてあるので、そういったものが計画の中に反映されているかどうかを教えていた
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だければと思います。 

 

■会長 

 ありがとうございます。地域移行については第６期計画の積み残しを無視して次

の計画に進んで良いのかという質問を前回私からして、達成出来なかった部分を更

に上乗せしてこの数字になっているということで私は理解していたのですが、事務

局にそういったところを確認させていただきたいと思います。 

 

■事務局 

 会長のおっしゃる通りで積み残し分も足したものとなりますので、必ずしもその

パーセンテージの数値と同じにはならないということでございます。 

 

■会長 

 あともう１つなんでしたでしょうか。 

 

■副会長 

 調査報告についてです。 

 

■会長 

 調査報告の内容が反映されているかどうかですね。１５ページの受け入れ人数の

程度というものがこの数字に反映されているかということですか。 

 

■副会長 

 全体的に調査をとった理由というのは計画に反映するためのものだと思いますの

で、調査がどのように反映されているかということを教えていただければと思いま

す。 

 

■会長 

 これも事務局からよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

 １５ページのところが計画値のどこの部分に反映しているかということを教えて

いただいてもよろしいでしょうか。 

 

■副会長 
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 調査報告の１５ページでは今後５年間でこれぐらいの受け入れが出来るとか、具

体的な数字が出ているのですが、ここということではなくて調査報告書から計画に

反映されているかという質問です。 

 

■事務局 

 調査報告書の結果のこの数値がこうなっているからこの数字にしたという説明は

出来ませんが、調査報告書の結果によってどういったところが不足しているか、今

回でいうと人員不足のところになると思いますが、人員不足のところもなかなか市

だけでは改善することが難しいというところもございまして、だからと言って何も

しないということではなくて計画値を実績からプラスして増としているということ

で全体的には策定しております。以上です。 

 

■会長 

 よろしいですか。私はこちらの調査結果はこの数字を達成していくということを 

考えるにあたって参考としていくということで良いと思ったのですが、要するにこ

ちらの計画の方で大幅に増を見込んでいて、実際に事業者の方も大幅に受け入れが

出来るという回答になっているということはうまくいくだろうとただし実際の計画

よりも事業者が厳しい、あまり受け入れが出来ないとなっているものはそこの差を

埋める課題があるということになりますので、そのようにしてこちらの数字を使っ

ていくというふうにすると良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

■副会長 

 ありがとうございます。関係性がわかれば大丈夫です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。他にまだご発言がない方を中心に聞きたいと思います

が、委員、いかがでしょうか。 

 

■委員 

 大丈夫です。 

 

■会長 

 大丈夫ですか。では委員、いかがでしょうか。 

 

■委員 



30 
 

 先ほどの議論でいうと必要性がどれくらいあるのかということをこの数字を見る

時に認識出来ていない部分もあるので、そこが出来るだけわかるデータがあると良

いと思います。例えば移動支援のところは支給決定者数が令和４年度だと６００ぐ

らいで、実際に利用しているのは３４１ということでこれはすごくわかりやすいの

ですが、これは足りてないということで支給決定はされているが、使っていない人

はこれだけいるということで非常によくわかる、よく耳に入る移動支援の人員が足

りないから実際に支給決定を受けているが、利用出来ていないということで数字と

実態が噛み合う数字だと思います。居宅や短期入所で実際の支給決定と利用の状況

というのはわかりやすいので、生活介護や短期入所で言えば区分認定が出ている人

と給付を受けている人、ベースとなる分母の数ということになります。先ほどの相

談支援でいうとそもそも福祉サービスを利用している人が分母になってくると思う

ので、それに対して計画をどれくらいの人が作っていて、実際の対応出来る事業所

数でいくとこういう数値にせざるを得ないが、必要性がこれだけあるということが 

ベースにないとそこが見えないで議論をしているとわからないので、他の人に任せ

ようというふうになってしまうので、そういったデータを提示していっていただけ

るとありがたいと思いました。それと逆の話になりますが、支給決定は自治体です

が、事業者の指定は都道府県になるので、実際にこういうふうにやっていこうと思

っていたのとは別にいつの間にか事業所が増えていて、結果利用者が増えて、他の

自治体、地方でいうといい方は悪いですが、利用者の取り合いのような状況がグル

ープホームや就労Ｂ、移行とかで見られているところもあって、この数字が少なく

とも総量規制的なものにはならないということが確認はしておきたいというか、こ

の数字がどうしても１つの目安となって時にはそういった規制も必要ではないかと

思う面もあるのですが、先ほど会長から説明があった通りあくまで義務的経費なの

で指定があって、利用があったらそれは実績としてカウントされていくというとこ

ろで、飽和しているところはどうしていくかということはもしかしたらどこかの段

階で考えなくてはいけない事業もあるかもしれないと思いました。感想です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。確かに北條委員がおっしゃるように支給決定量と実績

の差がどうなっているかということを見るのが一番ニーズと実態を把握するのに 

わかりやすいと思って、今回の打ち合わせの時にそういう話も事務局にはお伝えし

たのですが、それを計算して出すのが相当大変な事務量が発生してしまうので、今

回の計画策定までにやっていくのは事務局としては難しいということだったので、

今回はある程度感覚的にここは足りていないのではないかとか、足りているのかと

か、そのような感じで計画の中には差が大きいところについてはどうしていくかと
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いうことを書いていくぐらいの感じで進められたらということで事務局とお話しし

ました。ただ北條委員がおっしゃっていることはまさに正論なので、次の計画策定

の時の基礎資料に向けてはそういったデータの整理というところも事務局にはお願

い出来ればというふうに考えております。ありがとうございました。では委員。 

 

■委員 

 私は先ほど副会長からお話があった調査報告書と資料３の令和６年度からの数値

というものがどういうふうにつながっていくかということがわからなくて、会長の

説明でそういうことかということで理解が出来ました。先ほど長崎委員からお話が

あったようにセンターの方でも３事業アンケートに答える時に苦労してバタバタし

ていたということもあるのですが、この報告書と資料を見せて、それぞれの事業の

ところがこうなっているということがある程度説明出来るというふうに思いました。

貴重な資料をありがとうございました。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。委員、どうぞ。 

 

■委員 

 今伺っていて昨年は共同生活援助の方にいたので、地域移行との関係でもちろん

これは計画なのでニーズと質を表すことは難しいと北條委員の話を聞いていて思い

ました。結局共同生活援助の株式会社は増やしているのですが、どういう人を入れ

ているかというと全ての株式会社がそういうわけではないが、区分の低い方を入れ

て早いペースで出して、お金をいっぱいもらっていて、職員もそこまで配置をせず

に見守りもメールでやり取りしているという実態を知っているので、そういうとこ

ろと地域移行の対象者の方は区分が３とか、４の人で見守りが必要な方がいるので、

そういうグループホームは配置を多くするとか苦労があって、夜に緊急で呼び出さ

れるとか、いろいろなことがあるので入っている人の区分が出ていると資料として

は面白いと思ったのですが、計画ではなかなか出せないのでそういうことは他の事

業でもあると思うので、本来はそういったことがわかるとより実効性が高いのでは

と思いますが、いろいろと考えながらこの会議に参加していきたいと思います。以

上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。グループホームに関係する様々な問題点に熱心に対応

されているところで委員がおっしゃったようなことは実際にあるというふうに認識
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しております。そこをどのように計画として書いていくかということも工夫してい

ければと思います。次に委員、いかがでしょうか。 

 

■委員 

 基本的に数字が苦手なのでこのように出されてしまうとそうかなというふうに思

ってしまうところですが、数字で目標を出すということは重要だというふうに皆さ

んの話を聞いていて思いました。アンケートをした時に皆さんが○をつけたりする

のですが、その１の重みというのは人によって違うと思うので、まあまあの１の人

とすごい１の人を同じに扱っているのがアンケートであるというのは私の感想です。  

最後の自由記述でいただいたというところを大切にして数は少なくても切実な声と

いうものを拾っていくのが大事ではないかと思いました。 

 

■会長 

 ありがとうございました。計画策定なのでそういういろいろなところを見ていた

だければと思います。委員、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

■委員 

 私からは特にございません。ありがとうございます。 

 

■会長 

 ありがとうございました。資料３についてはよろしいでしょうか。 

 

（発言者無し） 

 

４．その他 

 

■会長 

 それでは４番のその他について、事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

 事前に配布いたしました参考資料の説明をさせていただきたいと思います。参考

資料①・②は現在出ております厚労省からの資料となります。今後、東京都からの詳

細がわかり次第、指定されたパーセンテージを基に、成果目標の数値設定の検討に

入らせていただきたいと思っております。参考資料①で言いますと、新しいところ

では強度行動障害を有する者への支援体制の充実というものが記載されております。
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参考資料②では活動指標の中で、就労選択支援が新設されております。こちらはま

だ詳細が不明なため、今回の見込量には入っておりませんが、詳細がわかり次第計

画に盛り込んでいきたいと思っております。成果目標とともに次回の協議会までに

数値案を改めて作成したいと思います。参考資料③は前回ご意見のありました強度

行動障害を有する者について、府中市の方で登録しているシステムより抽出いたし

ました。市内に住民登録のある対象者を支援区分、サービス種類毎に点数合計をし、

重複は削除しております。あくまでもデータからの抽出となりますので、おおよそ

の数だと参考にしていただければと思います。参考資料④については地域移行に関

するアンケートになります。こちらについては先日の自立支援協議会の地域移行部

会が開催されまして、内容について修正が入る予定と聞いております。こちらは身

体・知的の入所施設の方に送付を検討していると聞いております。精神については

参考資料⑤のアンケートになります。こちらもアンケートの送付を予定していて、

病院への訪問などを調整中になっております。地域移行等に関しては自立支援協議

会でも今年度地域移行部会を設けて進める予定となっておりますので、情報を共有

しながら進めていきたいと思っております。最後に次回以降の協議会についてのご

案内をいたします。第２回協議会ですが、８月２２日（火）午前中を予定しておりま

す。ここでは計画案の素案の作成をしたいと思っております。第３回協議会ですが、

１０月１３日（金）午前中になります。第４回協議会は１２月１４日（木）午前中を

予定しております。最終の第５回協議会については２月を予定しておりますが、日

程が未定となっておりますので、改めて詳細はご連絡したいと思います。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。第３回は１０月６日か１３日となっていたと思います

が、１３日でよろしいでしょうか。地域移行のアンケートについては委員、お願いし

ます。 

 

■委員 

 地域移行部会の部会長をさせていただくことになりまして、第１回目を行いまし

た。その中でアンケートの内容に関して皆様からご意見をいただいているところで

すので、次回が７月６日だったと思いますが、第２回の部会が行われるのですが、そ

の中でアンケートの内容というものが固まってくると思っております。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。時間になってしまったのですが、昨日共同通信の配信

で府中市の清陽会の虐待事案について、府中市役所が事態を把握して７年間対応し
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ていなかったのは行政の不作為などではないかというような趣旨の記事が載ってい

て、私は障害者虐待が専門なので、この話をスルーするわけにはいかないと思いま

したので、事務局の方にこの記事に関するご意見を伺おうと思っていましたので、 

コメントよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

 事案につきましては会長におっしゃっていただいた通り、昨日共同通信が新聞・

報道機関各社に情報提供をした案件になります。記事を既にお読みになった方もい

るかと思いますが、読ませていただきたいと思います。共同通信が報道各社に情報

提供をして各新聞社が掲載しております。そのほか、ネット配信をした報道機関も

あるような状況です。概要については共同通信の方が法人の設置した第三者委員会

の報告書を入手してそれを記事にしたものと見ております。内容については東京都

府中市の社会福祉法人で市職員ＯＢの男性元副理事長が約１０年間知的障害者の利

用者らに虐待を繰り返し、行政に十数回内部告発や通報があったが、市が７年余り

の間虐待を認定していなかったことが２６日わかった。法人の第三者委員会がまと

めた調査報告書を共同通信が入手し、判明したものとしています。第三者委員会は

市や都、国が積極的に指導に踏み切らなかったために問題を長期化・深刻化させた

責任は重いと指摘。利用者の保護者からは虐待で子供が心に深い傷を負った。市が 

しっかりと対応してくれていたらこんなことにはならなかった。市の不作為を問う

声が出ている。個人への遠慮や事なかれ主義が背景にあったと見ている。問題の社

会福祉法人は清陽会、府中市で知的障害者の作業所などを複数運営しており保護者

から要求を受けた市の主導で法人が２０２１年に設置した２０２２年３月にまとめ

られた報告書は元副理事長が約１０年前から身体的・心理的虐待をしていたことを

認定、利用者を押し倒し、頭を押さえつけた、ビンタをしたといった暴行のほか、お

前の顔なんて見たくもないなどの暴言もあった。元副理事長以外の職員による虐待

も認められた。元副理事長はこのほか、①規定外の給料を受給、②職員のタイムカー

ドを改ざん、③職員への暴行・暴言などパワーハラスメントもしていた。内部で問題

化した後も２０２０年末に退職した。同法人では過去１０年間で利用者への工賃未

払いも１億円以上あった。最初の虐待通報は２０１３年か１３年前かどちらかはっ

きりしませんが、 府中市が虐待を認定したのは２０２０年７月で、市の担当者はも

っと早い対応が必要だったと思う。利用者には申し訳ないとしている。市は今年１

月から社会福祉法に基づき、同法人への特別監査を進めているというような記事が

掲載されております。まだ続きはありますが、ここでは省略させていただきますの

で、ネットや新聞などで確認していただければと思います。市が７年余りの間虐待

を認定していなかったとありますが、７年間していなかったというわけではなくて、
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共同通信が何を持って７年余りとしているのかというところの確認を取れていませ

んが、最初に虐待の話があったのは平成２５年で、その時には対応させていただい

ておりまして、その結果で元副理事長はその責任を取って施設長の職を辞任してお

ります。施設長を辞任後も副理事長として残っていたが、現在はここにも掲載され

ている通り、元副理事長ということになっております。７年間の間に継続的に虐待

が行われていたということではなくて、次に報告があったのは令和２年の虐待にな

りますが、この時も市で虐待の認定をさせていただいて、報告しているという状況

です。この間どういったことを行われたかというと虐待に関しては虐待があったか

もしれないというようなお話をいただいていることもあって、先ほど読ませていた

だいた中にも暴行・暴言などのパワーハラスメントがあるということで、通報した

ことで私がやられてしまうという懸念からどうしても言わないでほしいということ

で、認定には至っていないという経緯もございます。そのようなことで７年余りの

間ということでの説明は以上になりますが、現在につきましてはこの法人では虐待

に関しての改善計画をまとめていただいて、それを今年度最終的に東京都の方に報

告させていただいて、市の方で身体的虐待・心理的虐待ということで報告させてい

ただいて認定しているところでございます。報道独特の表現がありまして、今でも

続いているというように受け取ってしまうとか、中には理事長が報道には応じない

ということも書いてありますが、決してそういったことはなく、きちんと説明をさ

せていただいていて弁護士が入っている部分に関して裁判の動向も見据えつつとい

うことでお話出来ない部分については弁護士に相談した上でお答えするといった形

で全く説明していないということはありませんので、何かご質問等があるようであ

れば市の方でも対応いたしますので、ご質問いただければと思っております。 

 

■会長 

 ありがとうございました。最後のあまり時間がないところで質問してしまったの

で、申し訳なかったのですが、記事についてはオープンに説明してくださるという

ことですので、皆さんも疑問点がありましたら事務局の方に問い合わせていただけ

ればと思います。ありがとうございました。時間が超過してしまい申し訳ありませ

んが、これで令和５年度第１回の障害者計画推進協議会を閉会させていただきたい

と思います。お疲れ様でした。 


